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○双葉町下水道条例 

昭和６３年３月１８日 

条例第２号 

改正 平成元年３月１７日条例第１５号 

平成元年６月２８日条例第２５号 

平成９年３月１９日条例第８号 

平成１２年３月１７日条例第２２号 

平成２５年３月２９日条例第１６号 

平成２６年３月１７日条例第１７号 

平成２７年３月１７日条例第２６号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公共下水道の設置、管理、使用等について、下水道法（昭和３

３年法律第７９号。以下「法」という。）その他の法令に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（設置及び名称） 

第２条 公共下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄

与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道を設置する。 

２ 前項の施設の名称は、次のとおりとする。 

双葉町公共下水道 

（終末処理場の名称及び位置） 

第２条の２ 公共下水道の汚水を処理するため、次のとおり終末処理場を設置する。 

名称 双葉町浄化センター 

位置 双葉町大字郡山字北磯坂１５番地 

（用語の定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 下水 生活若しくは事業から生じる汚水又は雨水をいう。 
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（２） 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために

町が設置する下水道をいう。 

（３） 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠、

その他の排水施設（屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク

並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。）をいう。 

（４） 排水設備設置義務者 排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者で法

第１０条第１項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。 

（５） 特定事業場 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第２条第２項

に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。 

（６） 除害施設 下水による障害を除去するために必要な施設をいう。 

（７） 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。 

（８） 管渠 排水管又は排水渠をいう。 

（９） 水道及び給水装置 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第１項に

規定する水道及び同条第９項に規定する給水装置をいう。 

（１０） 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね１月の期間をい

い、その始期及び終期は規則で定める。 

第１章の２ 公共下水道の構造の技術上の基準 

（公共下水道の構造の技術上の基準） 

第３条の２ 法第７条第２項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の

基準は、次条から第３条の６までに定めるところによる。 

（排水施設及び処理施設に共通する構造の基準） 

第３条の３ 排水施設（これを補完する施設を含む。次条において同じ。）及び処理

施設（これを補完する施設を含む。第３条の５において同じ。）に共通する構造の

基準は、次のとおりとする。 

（１） 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

（２） コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入

を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべき

ものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとする
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ことができる。 

（３） 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそ

れのないものとして規則で定めるものを除く。）にあっては、覆い又は柵の設置

その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられているこ

と。 

（４） 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼

その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられているこ

と。 

（５） 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓
とう

継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。 

（排水施設の構造の基準） 

第３条の４ 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 

（１） 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないもの

とし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることがで

きるものとすること。 

（２） 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工

の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

（３） 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に

変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置

が講ぜられていること。 

（４） 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所

その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。 

（５） ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールにあ

っては、密閉することができる蓋）を設けること。 

（処理施設の構造の基準） 

第３条の５ 第３条の３に定めるもののほか、処理施設（終末処理場であるものに限

る。第２号において同じ。）の構造の基準は、次のとおりとする。 

（１） 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。 
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（２） 汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。）は、汚泥の

処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に

支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。 

（適用除外） 

第３条の６ 前３条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。 

（１） 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

（２） 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

第２章 排水設備の設置等 

（排水設備の接続方法、内径その他の基準） 

第４条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行うときは、

次各号の定めるところによらなければならない。 

（１） 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべ

き排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水設備（法第１１条第１項の

規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水

設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び

次条において「公共ます等」という。）で汚水を排除すべきものに、雨水を排除

すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させるこ

と。 

（２） 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨

げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に規則で定める工事の実施方法に

より行うこと。 

（３） 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた

場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の

左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流

下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を

排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの内径は、７５ミリメートル以

上とすることができる。 

排水人口（単位、人） 排水管の内径（単位、ミリメートル） 
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１５０未満 １００以上（勾配 １００分の２．０以上） 

１５０以上３００未満 １５０以上（勾配 １００分の１．７以上） 

３００以上６００未満 ２００以上（勾配 １００分の１．５以上） 

６００以上 ２５０以上（勾配 １００分の１．３以上） 

（４） 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合

を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力

のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水

管で延長が３メートル以下のものの内径は、７５ミリメートル以上とすることが

できる。 

排水面積（単位、平方メートル） 排水管の内径（単位、ミリメートル） 

２００未満 １００以上（勾配 １００分の２．０以上） 

２００以上６００未満 １５０以上（勾配 １００分の１．５以上） 

６００以上 ２００以上（勾配 １００分の１．３以上） 

（公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等） 

第５条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設（排水設備及び法第２

４条第１項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下

この条及び次条において同じ。）の新設等を行うときは、次の各号に定めるところ

によらなければならない。 

（１） 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を

排除すべきものに流入させるように設けること。 

（２） 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

（３） 陶器、コンクリート、れんがその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最

小限度のものとする措置が講ぜられていること。 

（排水設備等設置の申請及び確認） 

第６条 排水設備又は前条の排水施設（これらに接続する除害施設を含む。以下これ

らを「排水設備等」という。）の新設等を行う者は、あらかじめ申請書に必要な書

類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。提出した申請書及びこ
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れに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも、また同様とする。た

だし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前

にその旨を町長に届け出ることをもって足りるものとする。 

（排水設備等の工事の実施） 

第７条 排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除く。）は、排水設

備等の工事に関し、規則で定める技能を有する者が専属する業者として、規則で定

めるところにより、町長が指定したものでなければ行ってはならない。 

（排水設備等の工事の検査） 

第８条 排水設備等の新設工事等を行った者は、当該工事が完成した日から５日以内

にその旨を町長に届け出、その検査を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造

に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行

った者に対し、完成検査済証を交付するものとする。 

（排水設備設置義務者の異動の届出） 

第９条 排水設備設置義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して速やかに、

その旨を町長に届け出なければならない。 

（排水設備設置義務者の代理人及び管理人の選定） 

第１０条 排水設備設置義務者が町内に居住しないときは、法令及びこの条例に定め

る事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定めて町長に届け出なければな

らない。 

２ 給水装置等を共有し、又は共用する者は、法令及びこの条例に定める事項を処理

するため、その者のうちから管理人を定めて町長に届け出なければならない。 

第３章 公共下水道の使用 

（特定事業場からの下水の排除の制限） 

第１１条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基

準に適合しない水質の下水を排除してはならない。 

（１） 水素イオン濃度 水素指数５を超え９以下 

（２） 生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に６００ミリグラム以下 
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（３） 浮遊物質量 １リットルにつき６００ミリグラム以下 

（４） ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき１０ミリグラム以下 

２ 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用

する者に関する前項の規定の適用については、同項第１号中「５を超え９以下」と

あるのは「５．７を超え８．７以下」と、同項第２号中「６００ミリグラム以下」

とあるのは「３００ミリグラム以下」と、同項第３号中「６００ミリグラム以下」

とあるのは「３００ミリグラム以下」とする。 

３ 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域（湖沼を除く。）に直接

排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）

の規定による総理府令により、当該下水について第１項各号に掲げる項目に関し、

当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水

に係る第１項に規定する水質の基準とする。 

（除害施設の設置） 

第１２条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除される汚

水を除く。）を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければなら

ない。 

（１） 温度 摂氏４５度以下 

（２） 水素イオン濃度 水素指数５を超え９以下 

（３） ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき１０ミリグラム以下 

（４） ヨウ素消費量 １リットルにつき２２０ミリグラム以下 

２ 次に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条

の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされ

るものを除く。）を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け

てこれをしなければならない。 
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（１） カドミウム及びその化合物 １リットルにつきカドミウム０．０３ミリグ

ラム以下 

（２） シアン化合物 １リットルにつきシアン０．５ミリグラム以下 

（３） 有機燐化合物 １リットルにつき１ミリグラム以下 

（４） 鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛０．１ミリグラム以下 

（５） 六価クロム化合物 １リットルにつき六価クロム０．２ミリグラム以下 

（６） ヒ素及びその化合物 １リットルにつきヒ素０．１ミリグラム以下 

（７） 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 １リットルにつき水銀０．０

０５ミリグラム以下 

（８） アルキル水銀化合物 検出されないこと。 

（９） ポリクロリネイテッドビフェニル（別名PCB） １リットルにつき０．０

０３ミリグラム以下 

（１０） トリクロロエチレン １リットルにつき０．３ミリグラム以下 

（１１） テトラクロロエチレン １リットルにつき０．１ミリグラム以下 

（１２） ジクロロメタン １リットルにつき０．２ミリグラム以下 

（１３） 四塩化炭素 １リットルにつき０．０２ミリグラム以下 

（１４） １・２―ジクロロエタン １リットルにつき０．０４ミリグラム以下 

（１５） １・１―ジクロロエチレン １リットルにつき０．２ミリグラム以下 

（１６） シス―１・２―ジクロロエチレン １リットルにつき０．４ミリグラム

以下 

（１７） １・１・１―トリクロロエタン １リットルにつき３ミリグラム以下 

（１８） １・１・２―トリクロロエタン １リットルにつき０．０６ミリグラム

以下 

（１９） １・３―ジクロロプロペン １リットルにつき０．０２ミリグラム以下 

（２０） テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム） １リットルにつ

き０．０６ミリグラム以下 

（２１） ２―クロロ―４・６―ビス（エチルアミノ）―S―トリアジン（別名シ

マジン） １リットルにつき０．０３ミリグラム以下 
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（２２） S―４―クロロベンジル＝N・N―ジエチルチオカルバマート（別名チオ

ベンカルブ） １リットルにつき０．２ミリグラム以下 

（２３） ベンゼン １リットルにつき０．１ミリグラム以下 

（２４） セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン０．１ミリグラム以下 

（２５） フェノール類 １リットルにつき１ミリグラム以下 

（２６） 銅及びその化合物 １リットルにつき銅１ミリグラム以下 

（２７） 亜鉛及びその化合物 １リットルにつき亜鉛２ミリグラム以下 

（２８） 鉄及びその化合物（溶解性） １リットルにつき鉄１０ミリグラム以下 

（２９） マンガン及びその化合物（溶解性） １リットルにつきマンガン１０ミ

リグラム以下 

（３０） クロム及びその化合物 １リットルにつきクロム２ミリグラム以下 

（３１） 弗素化合物 １リットルにつき弗素１０ミリグラム以下 

（３２） 温度 ４５度未満 

（３３） 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

（３４） 生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に６００ミリグラム未

満 

（３５） 浮遊物質量 １リットルにつき６００ミリグラム未満 

（３６） ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき３０ミリグラム以下 

（３７） 窒素含有量 １リットルにつき２４０ミリグラム未満 

（３８） 燐含有量 １リットルにつき３２ミリグラム未満 

３ 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用

する者に対する前項の規定の適用については、同項第１７号中「４５度以下」とあ

るのは「４０度以下」と、同項第１８号中「５を超え９以下」とあるのは「５．７

を超え８．７以下」と、同項第１９号中「６００ミリグラム以下」とあるのは「３

００ミリグラム以下」と、同項第２０号中「６００ミリグラム以下」とあるのは「３

００ミリグラム以下」とする。 
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（水質の測定等） 

第１３条 除害施設の設置者は、公共下水道に排除する下水の水質を測定し、記録し

ておかなければならない。 

（除害施設管理責任者の選任） 

第１４条 除害施設を設置する者は、規則で定める当該施設の維持管理に関する業務

を担当させるため除害施設管理責任者を選任しなければならない。 

２ 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、規則で定めるところに

より速やかにその旨を町長に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更

したときも同様とする。 

３ 除害施設管理責任者の業務資格その他必要な事項は、規則で定める。 

（し尿の排除の制限） 

第１５条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを

しなければならない。 

（使用開始等の届出） 

第１６条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現

に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定める

ところによりあらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。 

２ 法第１２条の３、第１２条の４又は第１２条の７の規定による届出をした者は、

前項の規定による届出をしたものとみなす。 

（悪質下水の排除の開始等の届出） 

第１７条 使用者は、下水道法施行令第９条第１項第４号に該当する水質又は同令第

９条の８、若しくは同令第９条の９第１項第３号、若しくは第４号、若しくは第２

項各号に定める基準に適合しない水質の下水（以下「悪質下水」という。）の排除

を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を町長に届け

出なければならない。 

２ 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排

除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとする

ときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。 
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（使用料の徴収） 

第１８条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。 

２ 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集

金又は納額告知書により徴収する。 

３ 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下

水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認める

ときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精

算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届

け出があったとき、その他町長が必要と認めたとき行う。 

（使用料の算定） 

第１９条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表

の定めるところにより算定した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合に

おいて１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

２ 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。 

（１） 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用

者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水

量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して

町長が認定する。 

（２） 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用

者の使用の態様を勘案して町長が認定する。 

（３） 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と水道水以

外の使用水量を加えたものとし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町

長が認定する。 

（４） 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に

伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、

その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申

告書を、その使用月の末日から起算して７日以内に町長に提出しなければならな

い。この場合においては、前３号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記
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載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。 

（５） 第１６条の規定による届出をしないで公共下水道を使用した者の汚水量に

ついては、町長が認定する。 

３ 使用者が、使用月の中途において、公共水道の使用を開始し、休止し、若しくは

廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、

１使用月として算定する。 

（資料の提出） 

第２０条 町長は、使用料を算出するために、必要な限度において使用者から必要な

資料の提出を求めることができる。 

第３章の２ 終末処理場の維持管理 

第２０条の２ 法第２１条第２項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定める

ところにより行うものとする。 

（１） 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生

じないようにエアレーションを調節すること。 

（２） 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれ

を除去すること。 

（３） 急速濾
ろ

過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を

行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること 

（４） 前３号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 

（５） 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を

保持すること。 

（６） 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい

物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定め

る措置を講ずること。 

第４章 雑則 

（行為の許可） 

第２１条 法第２４条第１項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げ

る図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしよ
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うとするときも同様とする。 

（１） 施設又は工作物その他の物件（排水設備を除く。以下「物件」という。）

を設ける場所を表示した平面図 

（２） 物件の配置及び構造を表示した図面 

２ 前項の申請書の様式は規則で定める。 

（許可を要しない軽微な変更） 

第２２条 法第２４条第１項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能

を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物

件（地上に存する部分に限る。）に対する添加であって同項の許可を受けた者が当

該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。 

（占用） 

第２３条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件（以下「占用物件」という。）を設

け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願

を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について

法第２４条第１項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。 

（占用許可の基準） 

第２３条の２ 町長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下

水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第１７条の３に規定する物件（以下こ

の条及び次条において「電線等」という。）の占用に係る前条第１項の申請があっ

た場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に

掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。 

（１） 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であ

ること。 

（２） 電線等を設置する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則

として１パーセントであり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支

障のない本数であること。 

（３） 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び

耐水性のものであること。 
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（４） 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影

響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われるこ

と。 

（５） 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。 

（６） その他公共下水道管理上支障とならないものであること。 

（占用期間） 

第２３条の３ 第２３条第１項の規定による占用の期間は、電気通信事業法（昭和５

９年法律第８６号）の規定に基づいて設ける電線等にあっては１０年以内とし、そ

の他のものにあっては５年以内とする。 

（原状回復） 

第２４条 第２３条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件をもうける

ことができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき

は、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、

原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りではな

い。 

２ 町長は、第２３条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に

回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 

（使用料の減免） 

第２５条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める

使用料を減免することができる。 

（手数料） 

第２６条 町長は、次の各号に定めるところにより、申請者から手数料を徴収する。 

（１） 指定工事店の指定 １件につき ２０，０００円 

（２） 指定工事店の更新 １件につき １０，０００円 

（規則への委任） 

第２７条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第５章 罰則 
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（罰則） 

第２８条 次の各号に掲げる者は、５０，０００円以下の過料に処する。 

（１） 第６条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施し

た者 

（２） 第７条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者 

（３） 排水設備等の新設等を行って第８条第１項の規定による届出を同項に規定

する期間内に行わなかった者 

（４） 第１１条、第１２条又は第１５条に違反した使用者 

（５） 第１６条、又は第１７条の規定による届出を怠った者 

（６） 第２０条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った

者 

（７） 第６条、又は第２１条の規定による申請書若しくは書類、第１６条の規定

による届出書、第１９条第２項第４号の規定による申告書又は第２０条の規定に

よる資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者若しくは資

料の提出者 

（８） 第２４条第２項の規定による指示に従わなかった者 

第２９条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者はその徴収を免れ

た金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５０，０００円を超えな

いときは、５０，０００円とする。）以下の過料に処する。 

附 則 

この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年条例第１５号） 

この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年条例第２５号） 

この条例は、平成元年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し、施行日から平成元年１０月３１日までの間に使用料の支払いが確定されるものに

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成９年条例第８号） 
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１ この条例は、平成９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の双葉町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継

続している下水道の使用で、施行日から平成９年４月３０日までの間に使用料の支

払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１２年条例第２２号） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２５年条例第１６号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第１７号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第１９条第１項、第３項関係） 

種別 汚水排水量区分（１ケ月につき） 使用料 

一般排水 基本使用料 １０立方米まで １，１００円 

超過使用料

（１立方米に

つき） 

１１立方米から２０立方米まで １２０円 

２１立方米から３０立方米まで １３０円 

３１立方米から４０立方米まで １５０円 

４１立方米から５０立方米まで １７０円 

５１立方米以上 １９０円 

臨時使用排水 １立方米につき ５００円 

 


